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教育民生委員会 会議録 

 

日 時  令和３年６月１８日（金曜日） 午前１０時００分～午前１０時０４分 

場 所  臼杵庁舎２階 第３委員会室 

 

出席委員の氏名 

  委 員 長 久藤 朝則    副委員長 内藤 康弘    委   員 川辺  隆 

  委   員 匹田久美子    委   員 戸匹 映二    委   員 若林 純一 

 

欠席委員の氏名 

委   員 匹田久美子 

 

説明のため出席した者の職氏名 

政策監（民生担当） 小坂 幸雄  市民課長 佐藤 修治 

市民課課長代理 岩崎   努  その他関係職員  

 

出席した事務局職員の職氏名 

  書記 清水 香 

 

傍聴者 

（ な し ） 

 

会議に付した事件及び審査結果 

  ＜審査議案＞ 

番  号 件               名 審査結果 

第５３号 臼杵市手数料条例の一部改正について 原案可決 

 

 

午前１０時００分 開議 

○委員長（久藤朝則） 

 ただ今から、教育民生委員会を開催いたします。 

 本委員会に付託されました議案は１件であります。お手元の次第にそって、審査を行いたいと思い

ます。市民課所管の第５３号議案「臼杵市手数料条例の一部改正について」を議題といたします。  
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執行部の説明を求めます。 

◎市民課長（佐藤修治） 

 （ 付議議案及び条例議案新旧対照表に基づき説明 ） 

○委員長（久藤朝則） 

以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は、挙手をもってお願いいたします。 

（ な し ） 

○委員長（久藤朝則） 

ないようですので質疑を終わります。これより討論に入ります。 

（ な し ） 

○委員長（久藤朝則） 

以上で討論を終わります。これより採決を行います。第 53 号議案については、原案の通り可決す

ることにご異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声 ） 

○委員長（久藤朝則） 

異議なしであります。よって、第 53 号議案については、原案の通り可決すべきものと決しました。

どうも、お疲れさまでした。 

暫時休憩いたします。 

 

午前１０時０２分 休憩 

 

午前１０時０3 分 再開 

 

○委員長（久藤朝則） 

再開いたします。以上で、教育民生委員会に付託されました議案 1 件の審査を終了いたします。

これをもちまして、教育民生委員会を閉会いたします。 

 

午前１０時０４分 閉会 

 

臼杵市議会委員会条例第３０条第１項の規定により、ここに記録を作成する。 

 

令和３年６月１８日 

 

臼杵市議会 

教育民生委員会委員長  久藤 朝則 


